
Ｇ８年１１月１９日、那覇地裁は「埋立事業に経済的合理』性はない、今後公金を

支出するな」の判決を言い渡した。泡瀬埋立は即時中止せよ。

抱瀬干潟。海域埋立事業は、沖縄市の東にひろがる干潟･海域l87haを埋立てる事業。下図の赤い線
で囲まれた部分。下が第一期工事(96ｈａ)、上が第二露工事(91ｈａ)、現在第一期工事が進行している。

第一期工事区域内にはｻﾝｺﾞ・新種等が生息している。０７年度で一期工事の護岸が完成した。０９年１月

から、図の上にあるうるま市。新港地区（泡瀬埋立地から約４ｋｍ離れている）ＦＴＺの港｡航路の竣喋

土砂が運ばれ埋立てられる（赤い矢印で示す｡）

ｱｾｽ書に記載されていなかったﾋﾒﾏﾂﾐﾄﾞﾘｲｼ（枝ｻン｡7年３月理已醗髭摺甑干潟言守る連蒜会萱色ぃ円;毬の幾房Zはサツけ野．・ニラィガ“ｳﾅなど軒己や艶緯趨』B露Y生駐十る場読鐸十､青の円宕凸

罪;罪f｢Z壷lｳﾐ妙ﾓ･ﾋﾉﾒ汀.ｵ糖~字・｝義ｳやｳｴｰﾀ・嫁.蕪の生誕自慢の彊所･ｸﾞﾋｰﾚﾐﾄﾞﾛ会女｣汝詠い円彩の迅所ほ逗弁綾

ｺﾞ）の群生地。初めて確認されたｻﾝｺﾞ産卵（放卵）

０７年３月２２日、小橋川共男撮影 ０７年６月８日、沖縄ﾘｰﾌﾁｪｯｸ研究会、安部真理子

赤い円は埋立区域､黄色の円はｻﾞﾝﾉﾅﾐﾀﾞ、ﾆﾗｲｶﾅｲｺﾞ 場所；上の写真地図の「ｻﾝｺﾞ産卵地」

この場所も、埋立に伴う航路として凌喋されるｳﾅ等生息地、青い円はｸﾋﾞﾚﾐﾄﾞﾛ（絶滅危'倶１Ａ類）

生息地、Ａはｽｷﾞﾉｷﾐﾄﾞﾘｲｼ、ﾎｿｳﾐﾋﾙﾓ､ﾋﾒﾒﾅｶﾞｵｻｶﾞﾆ また、新港地区の凌喋土砂運搬経路として破壊さ

等生息地、Ｆは人工ﾋﾞｰﾁ護岸、Ｅは航路凌藻場所 れる゜０８年６月２１日にも産卵確認。

この埋立は、沖縄市の強い要請で、国（沖縄総合事務局）。沖縄県（土木建築部。港湾課）の事業と



して埋立てられ、完了後、国から沖縄県が購入し、そのうち約半分９０ｈａを沖縄市が買取り、「海洋リ
ゾート地」造りに活用される予定。事業の目的は二つ。一つは新港地区の港｡航路の竣喋土砂処分場を

造る事（国の目的)、二つは埋立地を活用して「海洋リゾート地」を造る事（沖縄市｡県の目的)。沖縄
県は埋立地に、リゾート客のための港。埠頭を作るのが主目的。

問題点

１．国｡県｡市の目的は崩壊し、埋立の経済的合理性・緊急性がない。

新港地区ＦＴＺ構想の失敗。破綻。ＦＴＺ用地は僅か実質2.1％の分譲率、ＩＴ津梁ﾊﾟｰｸ誘致。分譲価格

が５割引きになっても分譲は進んでいない。埋立地のﾎﾃﾙなど海洋リゾート地造りの実現性がない。

那覇地裁も「事業に経済的合理'性はない、公金を支出するな」の判決を言い渡した（１１月１９日)。

２．ｱｾｽが杜撰である。（ｸﾋﾞﾚﾐﾄﾞﾛ移植、海草移植、ﾄｶｹﾞﾊｾﾞ保全、貝類｡鳥類。ｻﾝｺﾞ等生息する種の調査

極めて不十分）一期工事区域はサンゴ生息地であるのに、渡喋土砂で生埋め（０９年１月から)。

３．埋立着工後も新種。貴重種。絶滅危'倶種が数多く発見されている。それらの保全がなされず、生埋

め。新種約９種（ｵｷﾅﾜｷﾁﾇ。ﾎｿｳﾐﾋﾙﾓ。ﾕﾝﾀｸｼｼﾞﾐ･ｻﾞﾝﾉﾅﾐﾀﾞ・ﾋﾒﾒﾅｶﾞｵｻｶﾞﾆ｡ﾘｭｳｷｭｳｽﾞﾀ｡ｶﾗｸｻﾓｸ｡ﾆﾗｲｶﾅｲ

ｺﾞｳﾅなど)、絶滅危倶種(動物)121種（貝類108種、甲殻類７種、魚類６種)、絶滅危倶種（植物）

ｸﾋﾞﾚﾐﾄﾞﾛ｡ﾎｿｴｶﾞｻなど多数。

４．無駄な公共事業の典型であり、世界に誇る場所、ラムサール条約登録湿地の基準を満たす干潟｡海

域が失われる。（国際条約違反、国内重要湿地の消失）

５．市民合意がなされていない。（様々なアンケート結果は埋立反対が過半数を越えている｡）

６．沖縄県包括外部監査人も、事業の抜本的な見直し、を提言（平成１７年３月）

７．国内外から埋立中止要請がある（ラムサール条約事務局長、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ環境遺産大臣、日弁連など）

８．埋立を強く要請した沖縄市の事情が大きく変わった。

東門市長は、０７年１２月に「一期容認、二期困難、一期工事区域の事業見直しを２～３年かけて行

う」と発表。現時点で事業計画はない。今、見直しを進め、沖縄市案が出来るのは、平成２２年２

月頃、その後県。国と調整する。見直し案が確定するのは、何時か確定していない。公有水面埋立

法。地方自治法。地方財政法違反。

埋立工事第１区域のｻﾝｺﾞと進む海上工事

第一期工事区域内のｻﾝｺﾞ。０９年１月生埋めされる。・・識

ﾘｭｳｷｭｳｷｯｶｻﾝｺﾞ ｽｷﾞﾉｷﾐﾄﾞﾘｲｼ

その他、生埋めにされる生物

海草、海藻、ﾋﾒﾒﾅｶﾞｵｻｶﾞﾆ、ニラｲｶﾅｲｺﾞｳﾅ、シ゛ﾔﾝｸﾞｻﾏﾃｶﾞ
第一期工事。護岸完成、08.58空撮連絡会

ｲ、深場のｺｱﾏﾓ、ｽｲｼｮｳｶﾞｲ、ﾘｭｳｷｭｳｽﾞﾀ､ｶﾗｸｻﾓｸなど
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東部海浜開発土地和用計画市尾今奉

［内容】＊mliに必渓な機能とは?

２０人程度の委員によって＝|鯵言いを行い諄『ｃ

企業動向(実現性)や行政の考え方(必要性)などを童謡

しながら.意見を具体化しますE
平成２１年１２月頃---------------------------------------

市民意見募集

市扉=蓋での意見を具体化I`か扉簿案に対して-ｱﾝｹｰﾄ等で
市民意見を募集し､修正します。

叢「土地利用検討鰐青琴邑会Ｉ

有諺者及び行政で栂成｡土地利用計画
作成における助言・指導を受けるために

設置。 唾
沖縄市案、平成２２年２月策定。その後国｡県と調整地裁判決を喜ぶ原告ら

泡瀬干潟を守る連絡会ＨＰ：awasenet／メール：saveawasehig麺窒@yahoqcQjp電話：090-54766628



轄箒圏一率罠窒ﾛ！豊穣遍町］

⑤
（
藍

髻
基
蔓

・
・
瓠
ｑ
』
ロ
陣
Ｉ

⑤
（
差

一三）・司升郁子

ｅ

⑮一塾》率一麺弗ご□

鰯|:鞭 煙］
二
」
で
（
華

、
鶚
壗

Ｈ
弧
珂
夛
（
華
）

⑤
霊

く
こ
テ
ピ
菩
議

⑧ ⑤

へ、哩
誹Ｊ
－ｕＩ

ｅ一一へ》画一〈華

色
）
古
へ
ユ
ー

Ｈ
繩
（
業
）

⑤菩
議
ｕ
Ｉ
示

貰
部
員
（
華

② ｏｍ
ｕ
Ｊ
（
輔
）

◎
秦
）
廿
詮
試

已些司・」（〕〕へ一巨守

、
〈
蕃

温
潔
耐
鵬

鰻。
寄抓へ
票田蓬

Ⅳ
ａ
庄

塞
・
』
》

艶
ロ
醸
匡

辮
濡

１

ノ

；－．１霊宛

屋塞~靴箔 ⑬
一
⑧
一
（
菜
）
呑
些
禰
出

農＆秀一．》一塁Ｃ一ヨ｛一一の弩忠一ヨ岬

…
鼠
…
罰
灘
匝
詔
印
加
論

蒙
一
詑

Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
ｆ
Ｉ
１

ｅ
－
⑬

○
ｓ
。
弐
一
ｍ
》
酉
ｓ
垂

ｅ
一
②
『
一
⑬

９
ｓ
毒
一
ｍ
｜
畳
○
弐
一
回
豊
つ
託

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｊ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ

・寧一勢一拳一》一事
③
一
曇
一
③

句
一
書
・
ヨ
稻
一
②
》
》
ｓ
弐
一
国
一
画
＆
「

…
…
…
薑
…
…

③
一
⑧
一
⑬

、一塁●弐一画一》ｓ弐一の一画言ヨ座

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

厩寧一コ襲一坐一襲一》零コ
・
１
１
●
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｔ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｔ
『
Ⅶ
Ｔ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
－
ｌ
ｌ
Ｊ
Ｉ
ｌ
Ｉ
目

輿翠一《一筆一騨零一》一拳

iiI

〆

臨港道路8号線
.悪=ﾛ舜遼ｔ…覇Ｇ＝霧引5塞曇罰！壁￣蜜霊園…

－－－－－



４．（１）について

○土地利用状況

皿 民間に売却 ６．９％６．２hｓ

賃貸工場用地 １１ｈａｌｌ２．３％

沖縄IT津梁パーク １９．４％１７．４hａ

小計 ３４．６hａ ３８６艶

未分譲地 ５５．１ｈａ ６１．４％

合計 １００発Ｂ９７ｈａ

○FTZ立地企業数

２６社(賃貸エ場20社､分譲窮地6社）

○FTZ立地企業の税制利用状況

保税制度の利用実績:ｇ社

その他の税制優遇実績

国税の減免(所得控除Ｘ１社

国税の減免(投資税額控除):'社

地方説の減免(事業税､固定資産税など):’２社

その他の関税雷係優遇:ｇ社

賃貸エ壜の酉日置｡整備計画
平成Ｚ○年１２月現在

明清産業

９号棟
１５００㎡

タイガーーエ業

一ｉｓ号棟
１５００ITi

アミューミテ

Ｔｓ二二棟
v500rTT

ソリトン沖縄

Ｔ４号棟
１５００ｍ

‐
‐
１
日
０

バンーァニチモト

マ２号1束
１５００㎡

バー『ォＺ７

１ｏ号棟
1500㎡

沖縄岸田製作所

８号棟
１５００㎡

－
－手作り館工房海人

一ｍ号棟
１５００ｍ

(株)大協技研

７号棟
１０００㎡

ＯＭＪＰ

２号精1
1000㎡

(株)プ画ボックス
３号棟
１０００㎡

日ブラ

７号棟
2000ｍ

オクタノルムアジア

４号棟
■｡

１５００ｍ

ベアック沖縄

５号棟
１５００㎡

カメリア"アジア･バシフィック

６号棟
２０００㎡

金秀バイオ

１５号ﾈ東
１５００㎡ 胱驚Ｉ

企業調整中

１７号棟

１５００ｍ

沖縄フードシステムズ

１ｓ号棟
１５００㎡

２２号棟
1500㎡

凸一

メ

処
Ｉ

！平鍾２０年度エ事中！

、蝋 地
能

一斗一一一一呵
彙
ポ
タ
ワ

企
サ
ン
形l(株)ｱﾐﾕｰｻﾞｼﾞﾔﾊﾞン２７号棟

１５００ｍ

プレセア

１９号ﾈ東
１５００ｍ

(株)トイファクトリー

２０号棟
1500㎡

２３号棟
1000㎡

１２５３ｍ



投資環境整備の取り組み

平成２０年１２月８日

沖縄県企業立地推進課

①企業立地促進条例に特自貿地域を対象地域に編入

【沖縄県企業立地促進条例】

Ｈ１Ｌ7.23

②賃貸工場の供用開始（現在２１棟整備済）

【賃貸工場建設事業】

Ｈ１１．４１～

③用地賃貸方式の導入

【沖縄県特別自由貿易地域用地實取条件付貸付規程】

「ｌｏ年以内の買い取り条件付き定期借地権」制度の活用

Ｈ１５９．１９

④物流コストの軽減

【特別自由貿易地域物流支援事業】

特自貿地域で製造した製品を県外等へ出荷する場合、そのコンテナ個数に

応じて物流コストを助成。

Ｈ１610.1

⑤賃貸工場使用料の軽減（Ｈ１７．４１～HZO331）

【沖縄自由貿易地域及び沖縄特別自由貿易地域内施設の設置及び管理に関する条例
施行規則】

●1,000㎡タイプ(3棟）

現行９６０万円→６６０万円(引き下げ率313％）

●1,500㎡タイプ(１６棟）

現行１４４０万円→９００万円(引き下げ率37.5％）

●2,000㎡タイプ(2棟）

現行１９Z０万円→１３２０万円〈引き下げ率３１．３％）

Ｈ１７．４１

⑥企業立地サポートセンタ供用開始

【サポートセンター整備事業】

特別自由貿易地域に立地を予定又は今後立地が想定される県外企業等に対，
し、オフィススペースを提供することによって創業支援、及び賃貸工場な

ど立地企業の操業支援を図る。

Ｈｌ９ｏ４１

⑦土地の減額譲渡制度（Ｈ１9.1227～ＨＺ３３３１）

【沖縄県特別自由貿易地域の区域内の土地の減額譲渡に関する条例】

特別自由貿易地域内の土地3,000㎡を超える面積を取得する者に対して、

最大50％の分譲価格の減額を行う。

Ｈ１９．１２２７

⑧賃貸工場使用料の新たな使用料の減額制度創設

【沖縄自由貿易地域及び沖縄特別自由貿易地域内施設の設置及び管理に関する条
例施行規則】

Ｈ２０４１
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全体概要

①根拠法令：沖縄振興特別措置法

②設置目的：沖縄における産業と貿易の振興

③指定年月：平成11年３月．

④指定面積：約l22ha（道路や緑地を除いた企業の立地可能面積約89.3ha）

⑤立地用件：イ）法人であることを要し、原則として貿易またはこれに関する事業を行うこと

口）事業計画が遂行可能な資金計画を有していること等

分譲･賃貸用地 霧

⑤賃貸料：年額290円／㎡

（区画番号⑳～＠は年額145円／㎡）

・貸付期間：１０年間

・契約保証金：分譲価格の１０％

・契約方法：事業用借地権設定及び売買

予約契約

①分譲中面積：約46hａ（87区画）

②一区画面積：3,100㎡以上

（－区画以上の分譲も可能）

③対象業種：製造業、こん包業、倉庫業、

道路貨物運送業、卸売業

④分譲価格：26,700円／㎡

※分譲価格を最大50％減額(H19.12~H23.3)しました｡詳しくは直接お問い合わせ下さい。

賃貸工場

鱗賃貸工場の使用料を見直しました（入居後、７年目以降から通常価格）

①設置目的：沖縄特別自由貿易地域の賃貸工場は、企業立地の「受け皿施設」として企業の

創業時における初期投資の軽減を目的に設置

②構造。階数：鉄骨造り。平屋建て

③施設形態：１棟独立型

④対象業種：製造業

⑤施設概要

天へ一丼■
大梁１Ｖ局(､)耐床荷薑上その他力

薑務所等

面し積

月額使用料
一一驚一

通常価格〕X熱;Ｐ５年百Ｇ年目
工藤l騎
面〆積

工場タイプ
(敷地面積）
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最下部:5.06
LOOOm2
(約a5oCm2）

※駐車場
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スペース

1棟当たり
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2t/ITf最高部:6.56 ※事務所、

湯沸室、最下部:5.06
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７

工場
(敷地面積）
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※事務所、

湯沸室、
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新港地区西埠頭（現在使われている）の実績内閣府提供資料

、三７１二弐Tぞ~１

○中城湾港における使用料等収入と経営関係支出

データは､港湾管理者(沖縄県)より提供されたものである。
収入は鶴施設使用料及び役務利用料.占用料等の合計。
支出は､経営関係管理費。

(単位:千円）

４Ｕｒ

】６９肥

1６６４

ＪＵＨｄ

注)データは中城湾港全体での反支決算となっている

[丁T言7万[てぞ１

○中城湾港新港地区（西埠頭）計画貨物量と実績

計画貨物量約１１０万ｔ

実績（中城湾港港湾管理者（沖縄県）からのデータ提供）

平成１５年６９万ｔ

平成１６年７２万ｔ

平成１７年７１万ｔ

平成１８年７５万ｔ

平成１９年７７万ｔ

年度 収入 支出

平成７年 75,554 56,844

平成８年 37,869 52'769

平成９年 27,951 43,482

平成１０年 43,163 44,083

平成11年 73,995 256,786

平成12年 30,406 86,518

平成13年 110,074 137,593

平成14年 106,979 121,881

平成15年 96,645 43,322

平成16年 90,842 141,779

平成17年 91,673 108,585

平成18年 108,432 104,816
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沖縄市広報2008年１１月号土地利用計画見直し

平成２２年度に市案、それから国･県と調整。現時点で土地利用計画なし

「経済的合理性が無い、公金支出するな」の判決が出る前の、沖縄市計画案

（ ） （ ）企業。行政の意見 市民の意見一
蟄
靴
騨
譜
雪
譽
》
騒
鳶
》
》
》

←………霜……離蕾…：Ｚ（仮称）｜熱…》蜂、魁

東部海浜開発土地利露計画策定
１ＣＯ人ワークシヨップ(蟇集中）

【内容】第１回｢たくさんの意見を出し合う」一第２回｢必要なものを選ぶ」

企
業
動
向
、
波
及
効
果
、
臺
業
採
算
性
等
の
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討
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ニ
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目
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．
ｑ
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』
－
．
．
ｋ
．
」
Ｌ
田
：
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日
子
四
■
■
腰
Ⅱ
房
ロ
旧
二
画
圃
制
諺
壁
錨
》
野
｝

第Ｂ回「必要な己の雇組み合わせてキャッチフレーズ;を考えるＨ

平成

東部海浜開発土地利用計画市民会議発
行

【内容１本)'1に必要な機能とは？意話
見し

２０人程度の委員によって話し合い巷行います。萢合

企業動向(実現性)や行政の考え方(必要性)などを意識豊隠
しながら､意見芒具体化します。琶参

平成21年１２月頃一---------------------------------__＿ま加一
吏蔓

市民意見募集な
い

市民会議での意見を具(本化した配置案に対して､アンケート等で人
の

平成22年２月頃亜霊臺藝J塗し壷２－－－－－－－－－－－－－－

HＵ

‘

認悪.鰐蔓境』 韮蓉遍 尊』

…卒蕊，霧率震ご摩玖騨Ⅲ

△にi盤I｡]■;n面

｜土地利用検討調査委員会」

識者及び行政で構成。土地利用計画

成における助言・指導を受けるために
置・

※
有
作
設

上記の１０Ｇ人ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの状況２“9年１月３Ｇ日「沖縄ﾀｲﾑｽ」

これから何をつくったほうがいいのか、市民の意見を聞く

スポーツ交流施設、体験型学習施設、大学など水産振興に特化した研究施設、イベントが

可能な広場、などがあがった。沖縄市が負担するが、大丈夫？民間企業を誘致するので、

沖縄市は財政負担はないなどと以前は言っていたが。この不況下、金融危機の中で、民間

企業が誘致できるの？
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泡瀬干潟裁判、那覇地裁判決(08年１１月１９日)の骨子

平成２０年１１月１９日判決言渡

平成１７年（行ウ）第７号（甲事件），同第８号（乙事件）泡瀬干潟埋立公金支

出差止等請求事件

判決骨子

第１差止め請求（甲事件，乙事件）について

１甲事件（被告県知事）の差止請求のうち，口頭弁論終結日までに終了した財

務会計行為に係る部分は，不適法として却下する。

２乙事件（被告市長）の差止請求に関し，差止請求の要件である，財務会計行

為がされることが相当の確実さをもって予測される場合に当たるか否かについ

ては，本件埋立事業の進捗状況や，被告県知事と被告市長との間の協定の存在，

被告市長（現沖縄市長）が平成１９年１２月にした方針表明も，第１区域につ

いて，見直しの具体的な検討結果を提示することなく，本件埋立事業の進捗状

況に照らして推進せざるを得ないとしていることなどに照らせば，被告市長が

本件海浜開発事業に係る公金の支出等の財務会計行為を行うことが相当の確実

さをもって予測される。

３現時点においては，第１区域について具体的な土地利用計画は何ら定まって

おらず，また，第Ⅱ区域についても見直す（計画を撤回する）というものであ

り，沖縄市が行う本件海浜開発事業は経済的合理性を欠く。

また，,沖縄県が行う本件埋立事業についても，本件埋立事業等の中心目的が

泡瀬地区にマリーナ・リゾートを建設しようとの沖縄市の施策実現にあること

からすれば，本件海浜開発事業が経済的合理性を欠く以上，本件埋立事業の経

済的合理性を認めることはできない。



４以上から，各差止請求は理由がある（ただし，公金支出の前提となる契約の

締結等の支出負担行為が存在し，本判決確定時までに支払義務が生じるものを

除く。）。

第２損害賠償請求（甲事件）について

１前沖縄県知事稲嶺惠一に対する損害賠償請求の義務付けの請求は，監査請求

期間徒過により不適法となる部分を除き，その対象となる本件支出負担行為等

が地方自治法２条１４項や地方財政法４条１項に違反するものとはいえず，ま

た，本件埋立免許及び承認が公有水面埋立法４条１項１号ないし３号に違反す

るものということもできないから，違法ということはできず，理由がない。

２国に対する損害賠償請求の義務付けの請求は，本件環境影響評価は違法とい

えず，本件埋立免許及び承認も違法といえないから，国の損害賠償義務は認め

られず，理由がない。

参考：沖縄県の泡瀬干潟埋立目的

埠頭（客船埠頭）用地が主な目的

３．埋立地の用途

用途 配置 規模

ふ頭用地 埋立地の東側から北側に位置 約 3.2hａ

観光商業施設用地 埋立地の中央部に位置 約 Ｌ６ｈａ

緑地 埋立地の南側に位置 約３．６hａ

道路用地 埋立地の中央部にあって、観光商業施設用地

の北側に位置

約０．６hａ

護岸用地 ふ頭用地の一部を除き、水面と接するすべて

の用地の水面側の位置

約０．１hａ
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（注）平成８年５月調査（沖縄県土木部実施）
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凡例

翅：被度’～'0%未満

鰯：被度10~20%未満

畷：被１Ｍ~30%未繊
鰯：被度30~40%未満

□内は代表的出現種類を
示す。

(注）本調査海域には40％を

超える区域はない。
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事業害、サンゴの一部を移樒、その問窪点泡瀬干涜を管愚連絡会

私たちは、埋立事業に反対し、国｡県｡沖縄市にサンゴの保全を何度も要請してきましてきま

したが、「埋立地内のｻﾝｺﾞは被度が１０％未満であり、保全の対象ではない」としていました。と

ころが、事業者は、１０月２８日～11月５日にかけて、生息しているサンゴのごく－部（976㎡

の一部128㎡）を、「沖縄市が中心になって」一部を移植しています。この移植は、私たちの粘

り強いたたかいの成果ではありますが、多くの閤題を抱えています。経過と問題点を明らかに

しておきます６

１．これまでの経過

１。事業者は、ｱｾｽ書で埋立工事区j或内のサンゴは１０％未満であり、保全の対§象ではない、

としていた。また、西防波堤北西部（現在のﾋﾒﾏﾂﾐﾄﾞﾘｲｼ生息地）はサンゴが生息しない、と

ｱｾｽ書に記載されていた。

２．抱瀬干潟を守る連絡会は、独自の調査で、－鰯工事区域内にサンゴが被度10％以上、面積

５５０㎡以上生息していること、西防波堤北西部に被度50％以上、面積2500㎡以上のﾋﾒﾏﾂﾐ

ﾄ゛ﾘｲｼが生息していることを明らかにし、ｱｾｽ書の記述は間違っている、サンゴ保全のため

工事を中止せよ、と要請してきた（０５年５月１８日)。

３．事業者は、私たちの指摘を無視することが出来ず、０５年５月～６月に調査しその結果

を次のように発表している。

（ア)一期工事区域内のサンゴは、ｽｷﾞﾉｷﾐﾄﾞﾘｲｼﾘｭｳｷｭｳｷｯｶｻﾝｺﾞ・ﾎｿｴﾀﾞﾐﾄﾞﾘｲｼ｡ｵﾔﾕﾋﾞﾐﾄﾞﾘｲｼ。

ﾔｯｺｱﾐﾒｻﾝｺﾞなどで、面積871㎡である。

（イ)西防波堤北西部にはﾋﾒﾏﾂﾐﾄﾞﾘｲｼが生息し、面積は29,360㎡である。

４．事業者の調査結果は、私たちの指摘が正しかったことを明らかにしている。私たちは、

それを踏まえて、事業の中止を訴えてきたが、事業者は工事を推進し、０７年度工事で一期

区域の護岸が完成し、サンゴが閉じ込められた。

Ⅱ。問題点

Ｌ埋立事業は、国｡県の事業であり、その責任でｻﾝｺﾞを保全すべきであるのに、「沖縄市が

中心になって」移植した。これは、環境監視検討委員会や環境保全｡創造検討委員会で「１

期工事区域のｻﾝｺﾞは保全の対象ではない」といってきたことから、国。県が移植すれば、そ

の責任を追求される（アセスの不備を追求される）ので、それを逃れるために、埋立事業者

でない沖縄市が中心になって行ったものと思われる。

2．環境監視検討委員会や環境保全｡創造検討委員会では、サンゴの移植は、一度も議論さ

れたことは無かった。

3。沖縄市は、「サンゴの専門家の指導助言を得た」とし、山里清氏の名を上げているが、

何時、何処で、どのような指導を受けたのか、その実態は不明である。また、協力した業者

に山里氏の関係者がおり、問題点もある。移植に使われた費用は誰が出したのか､今後のモ

ニタリング費用は誰が負担するのか等も不明であり、解明されなければならない。

4．サンゴの採捕は「研究のため、ごく－部」が許可されるが、今回は１２８㎡の規模であ

り、沖縄県漁業調整規則を逸脱していると思われる。

5．僅か13％が移植されただけであり、残り８７％は生埋めである。

6．移植された場所は、移植適地であったのかどうかも疑問である。



次は、国（沖縄総合事務局）発行の「泡瀬｡美ら島」〈平成20年11月１７日）に掲載されたサンゴ移植の資料

です６（－部掲載）

静。穆鑓手法について
サンゴの移植にあたっては、サンゴの特性に合わせた移植

方法(2種類)を行うため、事前作業を１日実施しました。

①ポンド法：水中ポンドでサンゴ（オヤユビミドリイシ、ホ

ソエダミドリイシ、コノハシコロサンゴ）を岩盤等に接着

させるため、岩盤の清掃を実施しました。

②ネット法：スギノキミドリイシについては、鉄筋で固定さ

れたブロックにネットを敷設し、ネットの隙間を利用した

移植を行うため、鉄筋の打込みやネットの敷設等を行い

ました。

リュウキュウキヅカサンゴやヤッコアミメサンゴについ

ては、ネットの無いブロックで囲われた花壇のような中に

移植を行うため、鉄筋の打込み及びブロックの設置を行い

ました。

｜①ﾎﾞﾝﾄﾞ法Ｉ

K移植計画位着図Ｉ

l移植するサンゴ:

illi;liiliiiliiIIlmhiiililjliil1iiIiill1i
(､ギノキミドリイシ リュウキュウキッカサンゴ

1iilil鐸illi1llljiliilllilll
嚢 課一墨

田

|②ﾈｯﾄ法！

オヤユビミドリイシ ヤッコアミメサンゴ
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コノハシコロサンゴ ホソエダミドリイシ

鑿｡移植し髭ｻﾝｺﾞの譲溌
かニ

サンゴの移植は10月30日、１１月５日の２日にまたがって実施しました。移植量を運搬した青い籠で表すと、スギノキミ

ドリイシ（111籠)、リュウキュウキツカサンゴ（33籠)、ヤッコアミメサンゴ（25籠)、オヤユビミドリイシ（15籠)、

ホソエダミドリイシ及びコノハシコロサンゴ（13籠)となり、総量としては210籠になりました.これを重量に表すと２ｔ

近くになります。

移植されたサンゴ



種名赤は埋立地内生息、青は可能性、黒は近傍生息 泡瀬干潟、新種。絶滅危‘倶種生息状況２００９年１月３０日現在まとめ泡瀬干潟を守る連絡会

新種

辮鱗鮒難藤エ事耀捗餓溌1．ﾎｿｳﾐﾋﾙﾓ(海草）

２．ﾙｳｷｭｳｽﾞﾀ(海藻）

３.ｶﾗｸｻﾓｸ(海藻）

４．ﾕﾝﾀｸｼｼﾞﾐ（貝）

5．サ゛ﾝﾉﾅﾐﾀﾞ(貝）

６．ﾋﾒﾒﾅｶﾞｵｻｶﾞﾆ(ｶﾆ）

7．ニラｲｶﾅｲｺﾞｳﾅ(貝）

8．ミル属の新種（海藻）

9．ｱﾜｾｶﾆﾀﾞﾏｼﾏﾒｱｹﾞﾏｷ(ｶﾆ）

10．ｵｷﾅﾜｷﾁﾇ(魚）

日本新産

11．ﾂﾞｬﾝｸﾞｻﾏﾃｶﾞｲ(貝）

12．ｵｵｳﾐﾋﾙﾓ(海草）

１３．ﾋﾒｳﾐﾋﾙﾓ(海草）

14。ｵｷﾅﾜﾎｶﾞﾀｳﾛｺﾑｼ（環形動物）

絶滅危』膜Ｉ類

15．クビレミドロ

16.ﾄｶｹﾞﾊｾﾞ

17．ﾎｿｴｶﾞｻ

18．ｹﾌﾞｶﾌﾃﾞﾓ

19．ﾋﾅｷﾝﾁｬｸ△

20．ﾁﾄｾﾉﾊﾅｶﾞｲ△

２１．ﾅﾉﾊﾅｶﾞｲ△

22．ﾄｳｶｲﾀﾏﾏキ

23．ﾊｰﾄｶﾞｲ 絶滅危1倶Ｉ類(続き）２６．ﾘﾕｳｷﾕｳｱｻﾘ２７．ﾏﾀﾞﾗｲｵｳﾊﾏｸﾞﾘ絶滅危』倶Ⅱ類２８．フジｲﾛﾊﾏｸﾞﾘ､ｶﾜﾗｶﾞｲ、ﾊﾎﾞｳｷ、ｶｺﾞｶﾞｲ、ﾕｷﾐﾉｶﾞｲ、イチ

24．ｼﾗｵｶﾞｲ ｲｽﾞﾀ、テンｸﾞﾉﾊｳﾁﾜ､ｳｽｶﾞｻﾈ､ｺﾊﾞﾓｸ、など準絶滅危I倶２９．ﾘｭｳｷｭｳｻﾙﾎﾞｳ、ｵﾊｸﾞﾛｶﾞｲ、ｿﾒﾜｹｸﾞﾘ、ﾎｿｽｼﾞﾋﾊﾞﾘ、ﾅｶﾞﾐｽﾞﾀﾏ、カサﾉﾘ、ヤﾊﾞ

25．ﾆｯｺｳｶﾞｲ ﾈﾓｸ、など‘情報不足種３０．ｵｻｶﾞﾆﾔﾄﾞﾘｶﾞｲ、ﾔﾏﾎﾄﾄｷﾞｽ、などその他３１ﾋﾒﾏﾂﾐﾄﾞﾘｲｼ３２．スギﾉｷﾐﾄﾞﾘｲｼ・ﾘｭｳｷｭｳｷｯｶｻﾝｺﾞなど

33．ウミエラ３４．深場のｺｱﾏﾓ３５．ｽｲｼﾖｳｶﾞｲ（水産種）３６．ﾘｭｳｷﾕｳｱﾏﾓ、ﾘｭｳｷｭｳｽｶﾞﾓ、ホ゛ｳﾊﾞｱﾏﾓなど３７．ｵｷﾅﾜﾔﾜﾗｶﾞﾆ



０９年１月１５日、泡瀬干潟に投げ捨てられた「どす黒いﾍﾄﾞﾛ状の汚泥」撮影：嘉陽宗儀県議

新港地区の埋立に使えなかった、シルト状の固まりにくい泥



新港地区ＦＴＺ・東埠頭港・凌渓土砂の泡瀬干潟への投げ捨てに抗議する

昨年１１月１９日、泡瀬裁判･那覇地裁判決で｢泡瀬埋立に経済的合理性は無い､沖縄県知事･沖縄

市長は今後公金を一切支出するな｣という判決が言い渡されたのに､事業者(国･県)は新港地区FTZ・

東埠頭港凌喋土砂の泡瀬干潟への投げ捨てを開始し､埋立工事を理不尽にも進めている｡この事業

者の暴挙に強く抗議する。

竣喋土砂の投げ捨てられる場所･第１期工事区域内には貴重なサンゴ群落､海草藻場があり､新種・

貴重種･絶滅危』倶種が数多く生息しているのを事業者は承知の上でそれらをすべて生埋めにしようとし

ている｡サンゴについては､アセス書ではこの場所は被度が１０％未満なので保全の必要は無いとして

いたのを､私たちの指摘で再調査をし保全すべきサンゴが生息していることを確認しているのに､サンゴ

を生き埋めにしようとしている｡しかも国･県の責任でそのサンゴを保全すべきであるのに､専門家の指

導助言も得ることなく､埋立事業をしていない沖縄市に依頼してサンゴの１部を移植したことは､責任逃

れであり断じて許されません｡移植されたサンゴは既に死滅したものもあり、その責任も合わせて今後厳

しく糾弾されなければなりません｡埋立地で新種が発見された場合保全する、とアセス書で約束してい

ますが､それも反故にされています｡ジュゴンの餌場の海草藻場も生埋めです。

この埋立工事の目的は大きく２つありますがいずれも破綻しています｡１つは新港地区ＦＴＺの港の

凌喋士砂の処分地として泡瀬干潟を使うという国の目的です｡ＦＴＺの指定を受けた平成１１年３月から

既に約１０年が経過しているのに､埋立地の実際の分譲率は僅か2.1％であり､分譲価格を５割引して

も分譲が進まない状態が進んでいます｡売れない分譲地にＦＴＺと関連の無いＩＴ産業の誘致も始まっ

ています｡新港地区に既にある港･西埠頭も稼働率は７割であり、赤字経営のため県が税金で補填して

いる状態です｡ＦＴＺの港･東埠頭の凌喋は合理性も緊急｣性もありません。

沖縄県･沖縄市の埋立の目的は､海洋リゾート地を造ることでしたが､その構想は既に破綻し､今沖

縄市が土地利用計画の見直しを進めており、沖縄市の案が出来るのは平成２２年２月頃で､その後沖

縄県･国と調整することになっています｡現時点で士地禾Ｉ用計画はありません｡また、沖縄県の埋立目

的に｢ふ頭用地｣(沖縄県の工事区域約9.2haのうち､約3.2haが埠頭用地､約３５％)造成がありますが、

沖縄市が見直しをしている現時点で泡瀬埋立地に｢ふ頭用地｣が必要かどうか確定しておりません。

埋立の目的が破綻していることから､那覇地裁は｢経済的合理性が無い｣として｢公金支出を差止め」

したのです

現在沖縄県の財政事情は悪化しており､新聞報道では｢本年度から４年間で1260億円の収支不足」

といわれております｡このような状況で､経済的合理｣性の無い事業に予算をつぎ込むことは､税金の使

い方を誤っています｡その上､今世界的な金融危機の広がりで世界的不況が広がり、それを理由にし

た不当な労働者の首切りが行われ、（派遣)労働者が路頭に迷っています｡その救済･支援に国･沖縄

県は全力をあげるべきです。

事業者は､泡瀬干潟埋立を直ちに止めよ､新港地区の凌喋士砂を抱瀬干潟に投げ捨てることを即時

中止せよ｡無駄な公共事業に税金を使うより、労働者の生活や貴重な自然を守れ｡これが県民･国民の

願いです。

私たちは､事業者の暴挙に強く抗議し､２１日朝９時から那覇市おもろまち沖縄総合事務局前で座り

込みも行います｡抱瀬干潟を守り､子々孫々に残すために｢埋立中止｣までともに頑張ろう。

2009年１月１５日新浩地区FTZ･東埠頭港･渡喋土砂の抱瀬干潟への投げ捨てに抗議する緊急集会

泡瀬干潟を守る連絡会ＨＰ:awasenet電話ＦＡＸ:090-5476-6628住所:沖縄市字古謝１１７１－３
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議蕊鼠“

議露麗議

鵜鍵鍵鍵
守

中
城
湾
港
新
港
地
区
で
、
泡
獺

干
潟
埋
め
立
て
事
業
の
第
一
区
域

に
投
入
す
る
土
砂
の
し
ゅ
ん
せ
つ

エ
事
が
始
ま
っ
た
。
〆

新
港
地
区
の
港
湾
整
備
に
よ
っ

て
発
生
す
る
土
砂
の
処
理
・
有
効

和
用
を
図
り
た
い
国
と
、
人
工
島

建
設
に
よ
っ
て
地
域
活
性
化
を
図

り
た
い
沖
縄
市
の
思
惑
が
合
致

し
零
国
、
県
、
市
の
三
者
が
役
割

を
分
担
し
な
が
ら
進
め
て
き
た
公

共
事
業
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
計
画
に
裁
判
所
か

ら
疑
問
符
が
つ
い
た
。

「
経
済
的
合
理
性
が
認
め
ら
れ

な
い
」
ｌ
那
覇
地
裁
が
泡
瀬
干
潟

埋
め
立
て
事
業
、
費
用
対
効
果
を

疑
問
蜆
し
、
県
と
沖
縄
市
に
対
し

;鍵ｉｉｉ;鑿~鷺
群冒

):議鴬蕊鍵鍵議

鍵
鍵
鍵
鍵
鍵

》
〉
宅
勲
Ⅲ
△
財
ロ
｝
田
為
⑫
》
圷
矧
】
一
】
一
蜂
』
・
篭
．

蕊
》
蕊

蔓蕊鍵蕊

謎
蕊
蟻灘

て
新
た
な
公
金
支
出
の
差
し
止
め
そ
の
よ
う
な
公
共
事
業
の
あ
り
生
き
物
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て

蓬
命
じ
る
判
狭
を
言
い
渡
し
た
の
方
に
司
法
が
正
面
か
ら
疑
問
符
を
い
く
か
と
い
う
問
…
と
、
埋
め
立

は
昨
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。

て
後
の
土
地
利
用
計
画
の
問
題
で

判
決
は
、
経
済
豹
合
理
性
が
認
地
裁
判
決
を
受
け
て
市
と
市
民
あ
る
。

め
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
が
一
緒
に
な
つ
薇
て
埋
め
立
て
事
業
泡
瀬
干
潟
を
埋
め
立
て
、
約
百

工
事
が
進
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
を
を
再
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
八
千
七
諺
の
人
エ
島
（
第
一
区
域

理
由
に
工
事
が
継
続
さ
れ
る
」
よ
う
だ
。

約
九
十
六
鯵
、
第
二
区
域
約
九
十

な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
工
事
再
開
に
よ
っ
て
後
戻
り
の
一
鯵
）
を
築
き
、
大
型
ホ
テ
ル
な

た
。公
共
事
業

が
ス
戎
－
ト

と
の
考
え
方

断
し
た
り
取
り
や
め
一
る
－
こ
と
が
難

》
議

議
干
潟
を
埋
め
立
て
て
の
人
エ
鳥

し
い
・
実
際
、
神
縄
市
の
東
問
美
沖
縄
市
が
「
経
済
活
性
仁
の
起
づ
ぐ
り
が
ほ
ん
と
う
に
今
、
必
要

澤
子
市
長
も
第
一
区
域
に
つ
い
て
爆
剤
」
と
位
置
づ
け
て
き
た
東
部
な
施
策
な
の
か
。
「
工
事
が
進
九

は
「
エ
事
の
進
ち
ょ
く
状
混
か
ら
海
浜
開
発
事
業
は
、
二
つ
の
大
さ
で
い
る
」
と
い
う
現
状
追
認
一
の
理

考
え
て
推
進
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
な
問
題
蓬
抱
え
て
い
る
。

宙
だ
け
で
工
事
を
進
め
る
と
へ
将

と
語
っ
て
い
た
。

泡
獺
干
潟
に
生
息
す
る
貴
重
な
宋
に
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
ら
な

今
餓
事
業
鞠

を
明
確
に
打
ち
出
し

す
る
と
蒲
計
画
を
中

は
、
い
っ
た
ん
工
事

で
き
な
い
状
態
が
ま
す
ま
す
進
む
ど
を
誘
致
し
て
マ
リ
ソ
ヅ
ゾ
ー
ト

を
形
成
す
る
、

再
検
認
の
鋳
■
だ
沸
露
皆

だ
が
、
土
地

と
、
「
結
論
あ
り
き
」
』
に
な
っ
て
、
利
用
計
画
は
バ
ブ
ル
期
に
策
定
さ

し
ま
い
、
冷
静
な
議
論
が
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
、
現
雅
に
あ
わ
な

れ
か
ね
な
い
。
い
。

市
は
よ
く
よ
く
当
初
計
画
の
中
》

身
蓬
吟
味
し
て
ほ
し
い
。
．
．
』

・
鍵
議
率

沖
縄
市
で
は
、
保
守
革
新
を
問
一

ね
》
す
禿
市
と
市
議
会
の
大
多
数
一

可
一

議
雲
こ
ぞ
っ
て
こ
の
事
業
を
推
進
）

し
て
き
た
。
確
か
に
そ
の
通
り
｝

だ
。だ
が
、
当
初
計
画
の
策
定
当
時
一

と
比
べ
繧
祷
環
境
が
徽
変
し
、
市
一
峠

民
意
識
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
ど
一

も
事
実
で
あ
る
。
こ
ど
は
沖
縄
県
『

の
将
来
像
や
振
興
の
あ
り
方
に
轌
一

か
か
わ
る
。
ｌ

ＨｐＳ－
工
事
再
開
に
よ
っ
て
推
進
派
と
》

反
対
派
の
対
立
が
先
鋭
化
Ｌ
、
〔
の
》

ぞ
ま
し
い
地
域
づ
く
り
」
の
た
め
一

い
か
‐Ｃ

辨糯濟醒癖埜窪癖他溶討華包一

の
議
論
が
押
一
し
や
ら
れ
る
の
は
好

ま
し
く
な
い
。
強
引
な
埋
め
立
て


